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序章 

 １ 策定の趣旨 

本推進計画は、子どもたちが身近にスポーツ・文化芸術活動に継続して親し 

むことができる環境づくりを目指し、学校と地域が連携・協働の下、中学校部 

活動の地域展開を総合的・計画的に進めるために策定するものである。 

 

２ 位置付け 

本推進計画は、スポーツ庁及び文化庁が策定した「学校部活動及び新たな地 

域クラブ活動の在り方等に関する総合的なガイドライン」や文部科学省がまと 

めた「学校の働き方改革を踏まえた部活動改革」、青森県教育委員会が策定し 

た「青森県公立中学校における休日の部活動の地域移行推進計画」を踏まえ、 

スポーツや文化芸術活動等を通した生徒の居場所づくり、健全育成という観点 

から、本市中学校部活動の地域展開を進めるための計画として位置付けるもの 

である。 

 

３ 計画期間・取組 

国では、令和５年度から令和７年度までを中学校部活動地域展開の「改革推 

   進期間」と位置付け、地域の実情等に応じて可能な限り早期の実現を目指すよ 

う求めており、また、令和８年度から 13 年度までを「改革実行期間」と位置 

付け、休日については全ての中学校において地域展開の実現、平日についても 

課題解決を図りつつ改革を推進する方向を示している。 

本推進計画は、こうした国が示す方向の下、令和 13 年度までの計画期間に 

おいて、各学校、行政、スポーツ・文化芸術団体との合意形成や条件整備等を 

図りながら、子どもたちにとってより良い環境を整備するため、学校や地域の 

実情に応じた地域展開を目指すこととする。 

なお、令和 11 年度までの期間においては、部活動の種類ごとの地域展開の 

検討と地域クラブ活動の体制整備を進め、可能な限り早期に、休日部活動にお 

いて地域展開を実施する方向で取り組むこととする。 

 

４ 目指す姿 

地域展開を進めるに当たっては、これまで学校部活動として行われてきたス 

ポーツ・文化芸術活動に親しむ機会を確保しつつ、子どもたちを含めた地域住 

民がスポーツ・文化芸術活動等に親しめるよう、地域の環境整備を充実させて 

いく。 

そのためには、部活動の地域展開は、「地域の子どもたちは、学校と地域で育 

てる」意識の下、地域展開の体制整備や機運の醸成を図っていく。 
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第 1章 中学校部活動を取り巻く環境 

１ 部活動地域展開の背景 

（１）国の動向 

① スポーツ庁及び文化庁では、令和２年９月１日付けの「学校の働き方改革 

を踏まえた部活動改革について」により、部活動の教育的意義を踏まえつ 

つ、更なる学校の働き方改革を実現するため、令和５年度以降、休日の部 

活動の段階的な地域移行を図ることとし、地域部活動を推進するための実 

践研究を実施することを各都道府県等へ通知した。 

② 令和４年６月及び８月、スポーツ庁及び文化庁が設置した検討会議（有 

識者会議）から、少子化の中でも将来にわたり、我が国の子どもたちがス 

ポーツ・文化芸術に継続して親しむことができる機会を確保するための方 

策として、部活動の地域移行に関する提言が示された。これを踏まえ、ス 

ポーツ庁及び文化庁は、部活動の地域連携並びに地域の運営団体・実施主 

体による地域スポーツクラブ活動及び地域文化クラブ活動への移行に取り 

組むため、令和４年 12 月に「学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在 

り方等に関する総合的なガイドライン」を策定し各都道府県等へ通知した。 

（２）ガイドラインで示された休日の部活動の地域連携・地域移行の考え方  

① 学校部活動の地域クラブ活動への移行に向けた環境整備 

例えば、以下のような体制の整備を段階的に進めることが考えられる。 

・市区町村が運営団体となるなどにより、スポーツ・文化芸術団体等と連 

携して、学校施設を活用して行われる活動に、指導者を派遣する体制 

・地域のスポーツクラブなど多様な運営団体・実施主体が、社会体育・教 

育施設や文化施設、自らの保有する施設を活用して、多様な活動に親し 

む機会を確保し、中学校の生徒が参加する体制 

※なお、直ちに上記の体制を整備することが困難な場合には当面、学校部 

活動の地域連携として、必要に応じた拠点校方式による合同部活動の導 

入等により、生徒の活動環境を確保することが考えられる。 

② 地域クラブ活動の在り方等 

新たに整備する地域クラブ活動は、学校と連携し、学校部活動の教育的 

意義を継承・発展しつつ、スポーツ・文化芸術の振興の観点からも充実を 

図ることが重要である。 

また、活動に当たっては、生徒の心身の成長に配慮して、健康に生活を 

送ることができるよう、学校部活動に準じた休養日や活動時間の基準を原 

則とし、運営団体・実施主体と学校を中心とした関係者が連携し、休養日 

や活動時間の調整を図ることが必要である。  

③ 国及び都道府県・市区町村の役割 

・国は、令和５年度から令和７年度までの３年間を改革推進期間と位置付 

 けて支援を行う。また、各都道府県及び市区町村は、地域スポーツ・文 

化芸術環境整備のための取組として、休日の学校部活動の段階的な地域 

連携・地域移行を進める。 
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・国、都道府県及び市区町村は、改革推進期間終了後に、学校部活動の地 

域クラブ活動への移行等に向けた環境整備に係る進捗状況等を評価・分 

析し、継続して地域のスポーツ・文化芸術環境の充実に取り組む。 

・ 都道府県は、休日の部活動の段階的な地域移行等に関する実践・実証事 

業等の成果の普及を図るとともに、市区町村における取組の進捗状況を 

把握し、市区町村等に対して必要な指導助言、支援を行う。 

④部活動の地域クラブ活動への移行等に係る推進計画の策定等  

都道府県及び市区町村は、推進計画の策定等により、地域のスポーツ・ 

文化芸術団体、学校、保護者等の関係者に対し、取組の背景や地域におけ 

るスポーツ・文化芸術環境の方針、具体的な取組内容、生徒自身や地域社 

会に対し見込まれる効果、スケジュール等について分かりやすく周知し、 

理解と協力を得られるよう取り組む。 

⑤検討体制の整備  

学校部活動の地域クラブ活動への移行について、都道府県及び市区町村 

は、首長部局や教育委員会の中の地域スポーツ・文化振興担当部署や社会

教育・生涯学習担当部署、学校の設置・管理運営を担う担当部署、地域ス

ポーツ・文化芸術団体、学校、保護者等の関係者からなる協議会等を設置

するなどにより、関係者が連携・協働して取り組む必要がある。  

  

（３）「地域スポーツ・文化芸術創造と部活動改革に関する実行会議」最終とりま 

とめについて  

令和 7 年 5 月 16 日、スポーツ庁及び文化庁の有識者会議は、休日の地域 

クラブ活動について本格的に進めるとともに、平日の取扱いについても考え 

方を整理する必要性があることなどが盛り込まれた「地域スポーツ・文化芸 

術創造と部活動改革に関する実行会議」最終とりまとめを発表した。 

内容は、次期改革期間である「改革実行期間」について、令和８年度から 

令和 10 年度までを「前期」、令和 11 年度から令和 13 年度までを「後期」 

とし、「休日については、次期改革期間内に、原則、全ての学校部活動にお 

いて地域展開の実現を目指す」と示された。また、平日の取扱いについて 

も、「各種課題を解決しつつ更なる改革を推進」することと示された。 

課題の一つである費用負担については、「地方公共団体において、地域の 

実情等に応じて安定的・継続的に取組が進められるよう、受益者負担と公的 

負担とのバランス等の費用負担の在り方等を検討する必要がある」とし、 

「家庭の経済格差が生徒の体験格差につながることのないよう、経済的に困 

窮する世帯の生徒への支援については確実に措置を行う必要がある」と示さ 

れた。 

さらに、地域クラブ活動においては、学校部活動が担ってきた教育的意義 

を継承・発展させつつ、新たな価値を創出することが重要であることの確認 

が盛り込まれるとともに、「地域移行」の名称については、「地域展開」に変 

更することが示された。  
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 ○ 国が示す活動体制のイメージ 

 

 

「青森県公立中学校における休日の部活動の地域移行推進計画」より 

 

〇 部活動の地域クラブ活動への移行（地域展開）、地域連携について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○部活動の改革における「地域」とは 

 国のガイドラインでは、総合型地域スポーツクラブ、スポーツ少年団、

体育・スポーツ協会、競技団体、民間事業者などの多様な団体等を地域

クラブ活動の運営団体・実施主体として想定している。 

また、区市町村が運営団体となることも想定しており、学校以外の人

や団体などを広く「地域」として捉えている。 

～多様な「地域」～ 

文化芸術団体 
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○ 国が示す地域クラブ活動の例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○「地域クラブ活動への移行（地域展開）」とは 

 現行の中学校で行われている部活動が、学校以外の人や団体など「地

域」により行われるようになることを目指すこと。 

 

 

 

○「地域連携」とは 

 現行の中学校で行われている部活動に対して、部活動指導員※等の指導

者を配置するなど地域人材の支援を受け部活動を実施すること。 

 必要に応じて、複数校の生徒が一つの拠点に集い活動を実施する方式

である「拠点校方式による合同部活動」を導入し、活動を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※部活動指導員（学校教育法施行規則（昭和 22 年省令第 11 号）第 78 号の２） 

市では、会計年度任用職員として、学校長の管理下で部活動の指導や大会引率

等を行っている。 

スポーツ庁、文化庁作成資料「学校部活動の地域連携、地域クラブ活動への移行の全体像（イメージ）」より 

スポーツ庁、文化庁作成資料「学校部活動の地域連携、地域クラブ活動への移行の全体像（イメージ）」より 
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２ 八戸市の中学校部活動の現状 

（１）中学校数及び生徒数 

令和７年（５／１現在）、八戸市立中学校における学校数は 24 校、生徒 

数は 5,273 名である。八戸市の生徒数の現状については、全国的な傾向と 

変わらず減少傾向にあることから、従来の部活動数の維持が困難となって 

きている。 

急激な少子化により、軟式野球やサッカーなどの集団スポーツを中心に、 

単独校の部員数では、大会等への出場選手数を満たすことができないため、 

他校と合同チームを編成し部活動を行ったり、部員数の減少に伴う廃部や 

休部によって生徒の選択肢が狭まるなど、様々な影響が出ている。 

                   八戸市 適正配置に関する基本方針（改訂版）より 

 

（２）部員数及び設置部数 

令和 7 年度に設置された部活動は運動部 211 部、文化部 45 部、計 256

部であり、部活動加入者数(部員数)は 4,452 名、加入率は 84.4％である。 

運動部活動については、平成 26 年度と比較すると部活動設置数は 96 

部減り 31％の減少率となっているが、部活動加入率はほぼ横ばいで、部員 

数は大幅に減少している。このことから、一部活動当たりの部員数が減少 

していることが想定される。 

 

 （３）アンケート調査の結果概要 

     令和 6 年 9 月 2 日から 9 月 13 日に、中学校 1，2 年生及び保護者、小学 

校 5，6 年生及び保護者、小中学校全教員を対象に、本市の状況を把握する 

とともに、部活動地域展開の参考とするため、アンケート調査を実施した。 
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所 属 対象者 回答者 回答率 

小学校 5，6 年生 
3,436 人  

 3,123 人 90.9％ 

小 学 校 保 護 者  1,523 人    

中学校 1，2 年生 
3,597 人 

 3,049 人 84.8％ 

中 学 校 保 護 者  2,030 人  

小 学 校 教 師 724 人 458 人 63.3％ 

中 学 校 教 師 486 人 303 人 62.3％ 

 

① 児童生徒について 

Ⅰ中学生の部活動加入状況  

・学校部活動に加入している…       89.9％ 

・学校部活動以外の活動をしている… 20.4％ 

 

Ⅱ小学生の部活動への加入希望状況 

・運動部… 54.3％  ・文化部…   14.3％ 

・部活動への加入を希望しない…    10.1％ 

 

Ⅲ部活動に加入する目的の上位 （小中学校同様） 

「体力・技術を向上させるため」「友達と楽しく活動するため」 

「大会・コンクール等で良い成績を収めるため」 

 

② 教員の状況について 

Ⅰ 教員の部活動指導の状況 

・中学校で部活動を担当している教員…                 84.7％ 

・自身が取り組んでいた競技や活動を担当している教員… 35.9％ 

・指導の上位重点事項 

「生徒の人間形成を目指す」「生徒に達成感や成就感を味わわせる」 

「生徒同士の人間関係づくりやコミュニケーション能力の向上」 

 

Ⅱ 部活動指導に対する負担感に関する状況 

・「負担が大きすぎる」「専門的な指導ができない」「指導する人材が不 

足している」という回答が多い。 

・「地域連携・地域展開を早く進めてほしい」という意見が多い。  

 

    Ⅲ 地域展開された場合の指導への関わり 

      ・報酬に関わらず指導したい … 小 1.8％ 中 10.6％ 

      ・報酬があれば指導したい  … 小 4.4％ 中 14.2％ 
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③ 「部活動の地域連携・地域展開」に関する意識等 

Ⅰ 活動場所について 

 〇児童生徒 

     

〇保護者 

 

Ⅱ 「部活動の地域連携・地域展開」に向けて解決すべき課題 

・人材の確保（指導者、活動を運営する人等）の確保 

・ 施設  ・交通手段  ・大会運営との関わり 等 

 

「八戸市 中学校部活動地域移行に係るアンケート調査 結果概要について（令和６年度）」より 

 

  



 

11 

 

第２章 基本目標と基本方針 

１ 基本目標 

学校部活動は、生徒が学校という身近な場所でスポーツや文化芸術活動に触  

れ、競技力や技術の向上を目指すとともに達成感や連帯感を育むことにより、人  

間形成や社会性の育成に大きな影響を与える教育活動の場として、長年、日本に  

定着してきた。 

しかし、急激な少子化に伴い、学校単位では部活動を継続することが困難な状 

況や教員の働き方改革の推進等により、これまでの学校部活動の体制の維持が難 

しくなってきており、近年、抜本的な改革が必要となっている。 

八戸市では、『八戸市教育大綱』（令和 6 年 2 月の『令和 5 年度第 1 回総合 

教育会議』）において、学校・地域の課題解決に向けて学校・家庭・地域が連  

携・協働して取り組むことで、「地域とともにある学校づくり」を示している。 

その中で、子どもたちがスポーツや文化芸術活動に継続して親しむことができ 

る環境づくりについて一体的に推進することを掲げていることから、これまで部 

活動が担っていた役割・機能を地域社会とともに展開し、生徒が自分のやりたい 

活動に自分らしく取り組めるよう、地域全体におけるスポーツ・文化芸術活動の 

環境整備を進める。 

子どもの“やってみたい！”を多様な主体で応援 

      部活動                地域クラブ活動 

地域展開 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校教育として 

教師が指導者となり 

当該校の生徒のみ対象 

生涯学習・社会教育として

多様な指導者により 

市内全ての中学生が対象 

中学生【活動の充実】 

・活動の選択肢の増加 

・専門的な指導 

・学校の枠を越えた交流 

 ⇒ 主体的な活動の選択 

学校【教育の質の向上】 

・教師の時間外勤務の減少 

・教師の精神的負担の軽減 

・生徒と向き合う時間の増加 

 ⇒ 授業改善、学校改革 

地域社会【地域の活性化】 

・市民・団体の活動の増加 

・多様な主体による事業展開 

・持続可能な活動環境の整備 

 ⇒ 地域全体の活動の振興 
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２ 基本方針 

  基本目標を実現するため、以下の方針により部活動地域展開を推進する。

（１）スポーツ・文化芸術活動に親しむことができる環境の整備 

   ・生徒がスポーツ・文化芸術活動に継続して親しむことができる機会の確

保・充実 

   ・地域の実情に応じ、生徒のスポーツ・文化芸術活動の最適化を図るとと

もに、生徒が主体的に活動を選択できる環境の整備 

（２）様々な運営主体による多様な地域クラブ活動の展開 

   ・既存の地域クラブはもとより、民間事業者、企業、大学等の参入を促

し、多様な活動を展開 

   ・指導を望む教師等の兼職兼業による地域クラブ活動の指導体制の整備・

支援 

（３）適正な活動と持続可能な運営体制の構築 

   ・ガイドラインに則った、安全で適正な活動の確保 

   ・受益者負担等による自立的で持続可能な仕組みの構築 
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第３章 施策の方向性と今後の展開 

１ 八戸市における部活動地域展開の方向性 

（１）地域展開の方向性 

国や青森県の方針、八戸市立中学校の現状を踏まえ、部活動の地域連携・ 

地域展開に取り組み、子どもたちにとって魅力あるスポーツ・文化芸術活動 

を確保するとともに、教員の負担軽減につながる取組を進めるため、市の目 

指す方向性を定める。 

（２）目指す将来像 

「地域の子どもたちは、学校を含めた地域で育てる」という意識の下、八 

戸市の地域資源を活用した持続可能な地域クラブを整備することで、学校部 

活動の地域展開を推進し、生徒が地域の中で生涯にわたり、主体的に様々な 

スポーツ・文化芸術活動に親しむことができるまちづくりが進められている。 

（３）推進目標 

令和 11 年度までに、可能な限り早期に、休日部活動において地域展開を実 

施し、生徒が地域人材等※による技術指導を受けられている。 

なお、当面は合同部活動・地域展開の取組が併存するが、徐々に地域展開 

の取組を拡充させていく。 

○令和８年度から令和 13 年度の６年間をかけ、段階的に休日の学校部活動 

を地域クラブ活動へ展開し、行政が支援する。 

○令和 13 年度末には、休日の学校部活動を廃止し、部活動を平日化する。 

また、最終的には学校部活動から地域クラブ活動等に展開する。 

 

※兼職兼業の届出により部活動指導を行う教員を含む。 

 

年 度 平 日 土日・祝 

令和 7 年度 ・週 1 日休業日 

・原則 2 時間程度 

【改革実行期間】（前期） 

・土日いずれかは休養日 ・原則 3 時間程度 

・顧問が指導、地域等が指導をサポート 

・行政が合同部活動の実施を支援 

・一部、学校部活動の枠組を外したスポーツ、文化

芸術活動を試行 

[前期] 

令和 8 年度 

～10 年度 

[中間評価] 

 

[後期] 

令和 11 年度 

～13 年度 

【改革実行期間】（後期） 

・可能な部活動から地域クラブ活動へ展開、行政が

支援 

・地域クラブ活動への移行可能な限り推進 

令和 13 年度末  【地域クラブ活動の全面実施（休日）】 

・原則として、休日の学校部活動は行わない 
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２ 指導者の確保・育成 

（１）指導者人材バンクの整備 

指導者を確保することができない学校部活動及び地域クラブ活動へ指導者 

を派遣するため、地域の競技団体や文化芸術団体との連携を高めるととも  

に、大学やスポーツクラブ、民間団体等に連携協力を依頼し、青森県地域ス  

ポーツクラブ活動・学校部活動指導者人材バンクの活用、又は八戸市地域ク  

ラブ活動人材バンク（仮）の整備を行うものとする。 

また、指導者としての教員の配置に備えて兼職兼業の制度を整備し、申請 

及び許可の基準等を明確化する。 

 

（２）指導者養成  

人材バンクの積極的な活用により人材を確保しつつ、登録された指導者  

を対象とした研修を行い、個々の指導者の資質向上を図る。研修の内容は、  

生徒の心身の健康管理、事故防止、体罰やハラスメントの防止といった指導  

者の資質向上につながるものとする。 

 

３ 受け皿となる運営団体等の確保 

（１）地域クラブ活動に関する認定制度の整備 

部活動の地域展開の受け皿となる運営団体等を確保するため、「八戸市地域 

クラブ活動」について、国が示す要件及び認定手続きに基づき、認定を行う。  

 

４ 地域におけるスポーツ及び文化施設の確保 

（１）施設使用・管理の在り方 

活動場所については、地域クラブ活動の運営団体が手配する。活動場所と 

して、小・中学校の施設を使用することも想定されるため、管理に必要な体  

制整備について検討する。 

 

   ※学校部活動と地域クラブ活動が並行して行われている期間は、学校施設の 

使用は部活動を優先とする。 

 

５ 地域クラブ活動における会費及び保険の在り方 

（１）会費について 

会費については、地域クラブ活動への参加により保護者が負担することにな 

る。なお、困窮家庭への支援について検討する。 

 

（２）保険について 

地域クラブ活動中の怪我、事故、損害賠償等を考慮し、スポーツ安全保険 

等に加入する。 

 

※地域クラブ活動は、学校管理下の活動でないため、日本スポーツ振興セン  
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ターの災害共済給付制度の対象外となる。個人賠償責任も対象となる保険 

を選定する。 

 

６ その他 

地域展開後の活動に関して、その他、必要な事項は別途、ガイドラインを設 

ける。 

今後、国の方針が示された場合は、八戸市としてその方針を踏まえ、臨時の 

協議会等を開催し、改めて、必要な事項に関して検討を行うものとする。 

 

 


